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ＬＰガスの商慣行是正に向けた「自主取組宣言」の公表について(依頼) 

 

 「過大な営業行為の制限」、「ＬＰガス料金等の情報提供」や「三部料金制の徹

底」などの制度改正を主な内容とする「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適

正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が令和６年４月２日に※公

布されました。 

こうした制度の見直しの実効性を確保するためには、ＬＰガス事業者自らが

改正された制度を遵守することを宣言し、ホームページ等で公表することで自

らを律し、消費者が宣言済の事業者を知ることができる環境整備が重要です。 

ついては、別添の行動指針を参考にするなどして、自社のホームページ等へ

「自主取組宣言」を掲載いただき、それについて、別紙にご記入の上、当協会に

ご連絡くださいますようお願いします。 

なお、ご連絡いただいた「自主取組宣言」については、全国ＬＰガス協会経由

で経済産業省に報告することをご了承願います。 

 

※経済産業省ホームページ 

【「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の一部

を改正する省令」を公布しました】 

https://www.meti.go.jp/press/2024/04/20240402001/20240402001.html 
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